
（お知らせ） 

令和４年１１月４日 

防 衛 省 

 

 

ＮＡＴＯサイバー防衛協力センターの活動への正式参加について 

 

 

防衛省・自衛隊として、サイバー分野における諸外国等との協力の強化について取り組

んできたところ、ＮＡＴＯ承認の研究機関であるＮＡＴＯサイバー防衛協力センターとの

協力について、今年１０月に同センターの活動への参加に係る手続が完了し、防衛省は正

式に同センターの活動に参加することとなりました。 

 

同センターは、サイバー行動に適用され得る国際法についての研究プロジェクトの成果

として、「タリン・マニュアル」を発表しています。我が国は、サイバー分野における国際

的な規範の形成に係る議論に積極的に関与する方針であり、同センターの取組は我が国の

立場とも整合するものです。 

 

防衛省・自衛隊は、２０１９年から同センターに職員を派遣しており、また、２０２１

年以降、同センターが主催するサイバー防衛演習「ロックド・シールズ」に正式参加して

います。これらのような取組を通じて、ＮＡＴＯ諸国を始めとする諸外国等とのサイバー

分野における協力を一層強化していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


